
秋田県環境保全センター条例及び秋田県営自然公園施設条例の

一部を改正する条例案について

環境整備課

１ 改正理由

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の

一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６８号）による消費税法（昭和６３年

法律第１０８号）の一部改正及び秋田県県税条例の一部を改正する条例（平成２５

年秋田県条例第４０号）の一部の施行に鑑み、秋田県環境保全センター条例及び秋

田県営自然公園施設条例の使用料の額を改定する必要がある。

２ 改正内容

次の使用料の額を改定することとする。（第１条及び第２条関係）

条例 使用料

秋田県環境保全センター条例（昭和 環境保全センター使用料

５１年秋田県条例第４２号）

秋田県営自然公園施設条例（昭和 自然公園施設条例使用料

５３年秋田県条例第５号）

３ 施行期日等

（１）この条例は、平成３１年１０月１日から施行することとする。

（２）この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。

【参考】

消費増税への対応として統一的な基準により改定を行う。

　＜統一基準＞

　共通事項

　　 現行使用料の税抜き額に１．１を乗じて算出

　金額単位、時間単価等の統一

　①　原則として１０円単位に統一

　②　同一施設における「時間単価」、「面積単価」を原則として統一

　③　上記により大幅な改定となる場合は、必要な調整を行う（改定率：０．９～１．１以内）
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秋
田
県
環
境
保
全
セ
ン
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ー
条
例
及
び
秋
田
県
営
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園
施
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例
の
一
部
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改
正
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条
例
案
新
旧
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照
表

秋
田
県
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

別
表
（
第
四
条
関
係
）

別
表
（
第
四
条
関
係
）

区

分

使
用
料
の
額
（
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
）

区

分

使
用
料
の
額
（
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
）

六
三
〇
円

六
二
〇
円

一

燃
え
殻
及
び
無
機
性

一

燃
え
殻
及
び
無
機
性

の
汚
泥

の
汚
泥

二

有
機
性
の
汚
泥
（
含

二

有
機
性
の
汚
泥
（
含

六
三
〇
円

六
一
〇
円

水
率
が
八
十
パ
ー
セ
ン

水
率
が
八
十
パ
ー
セ
ン

ト
以
下
の
も
の
に
限
る

ト
以
下
の
も
の
に
限
る

。
）

。
）

三

有
機
性
の
汚
泥
（
含

三

有
機
性
の
汚
泥
（
含

九
六
〇
円

九
四
〇
円

水
率
が
八
十
パ
ー
セ
ン

水
率
が
八
十
パ
ー
セ
ン

ト
を
超
え
る
も
の
に
限

ト
を
超
え
る
も
の
に
限

る
。
）

る
。
）

一
、
八
五
〇
円

一
、
八
二
〇
円

四

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

四

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

及
び
ゴ
ム
く
ず

及
び
ゴ
ム
く
ず

五

廃
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル

四
、
九
一
〇
円

五

廃
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル

四
、
八
二
〇
円

一
、
三
〇
〇
円

一
、
二
八
〇
円

六

紙
く
ず
及
び
繊
維
く

六

紙
く
ず
及
び
繊
維
く

ず

ず

七

木
く
ず

一
、
五
一
〇
円

七

木
く
ず

一
、
四
八
〇
円

五
四
〇
円

五
三
〇
円

八

金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス

八

金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス

く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず

く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず

九

コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず

九

コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず

、
鉱
さ
い
、
が
れ
き
類

五
三
〇
円

、
鉱
さ
い
、
が
れ
き
類

五
二
〇
円

及
び
ダ
ス
ト
類

及
び
ダ
ス
ト
類

十

廃
石
膏
ボ
ー
ド

九
六
〇
円

十

廃
石
膏
ボ
ー
ド

九
四
〇
円

こ
う

こ
う

十
一

廃
石
綿
等
（
特
別

十
一

廃
石
綿
等
（
特
別
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管
理
産
業
廃
棄
物
に
限

四
六
〇
円

管
理
産
業
廃
棄
物
に
限

四
五
〇
円

る
。
）

る
。
）

備
考

略

備
考

略

秋
田
県
営
自
然
公
園
施
設
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

別
表
（
第
五
条
、
第
十
三
条
関
係
）

別
表
（
第
五
条
、
第
十
三
条
関
係
）

区

分

単

位

使
用
料
の
額

区

分

単

位

使
用
料
の
額

秋
田
県
営
祓
川
山
荘

一
人
に
つ
き
一
泊

一
、
八
三
〇
円

秋
田
県
営
祓
川
山
荘

一
人
に
つ
き
一
泊

一
、
八
〇
〇
円

秋
田
県
営
鉾
立
山
荘

一
人
に
つ
き
一
泊

一
、
八
三
〇
円

秋
田
県
営
鉾
立
山
荘

一
人
に
つ
き
一
泊

一
、
八
〇
〇
円

略

略

略

略

略

略
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